
申請区分及び申請手数料

県知事許可の場合：①から⑧までの例示

① 申請区分【新規】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 1 1
新規（一般） ９万円

申請時に既に許可を受けている建設業

② 申請区分【般・特新規】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 2
般・特新規（特定） ９万円

申請時に既に許可を受けている建設業 1 1 1

※一般許可のみが新たに特定許可を申請。

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 1
般・特新規（一般） ９万円

申請時に既に許可を受けている建設業 2 2 2

※特定許可のみが新たに一般許可を申請。

③ 申請区分【業種追加】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 1 1 1
業種追加（一般） ５万円

申請時に既に許可を受けている建設業 1 1

※注意 土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 2 2
業種追加（特定） ５万円

申請時に既に許可を受けている建設業 1 2

※既に特定許可（建）を受けているため、（土）の「一般から特定」への許可の切り替えの場合で

も特定許可の業種追加となる。一般と特定の両方の許可を受けている場合は、般・特新規の申請に

はならない。

④ 申請区分【更新】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 1 2 1 1 2 1 更新（一般）５万円＋

更新（特定）５万円

申請時に既に許可を受けている建設業 1 2 1 1 2 1 ＝１０万円



県知事許可の場合：①から⑧までの例示

⑤ 申請区分【般・特新規＋業種追加】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 2 1 1 2 般・特新規（特定）９万円＋

業種追加（一般）５万円

申請時に既に許可を受けている建設業 1 1 ＝１４万円

※一般許可のみであるため、特定許可の申請は、「般・特新規」に該当し、併せて、一般許可の業

種を追加する申請。

⑥ 申請区分【般・特新規＋更新】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 1 1 1 1 1 2 2 般・特新規（一般）９万円＋

更新（特定）５万円

申請時に既に許可を受けている建設業 2 2 ＝１４万円

※特定許可のみであるため、一般許可の申請は、「般・特新規」に該当し、併せて、既存の特定許

可の更新をする申請。

⑦ 申請区分【業種追加＋更新】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 1 1 1 1 1 業種追加（一般）５万円＋

更新（一般）５万円

申請時に既に許可を受けている建設業 1 ＝１０万円

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 2 1 1 1 2 2 業種追加（一般）５万円＋

業種追加（特定）５万円＋

申請時に既に許可を受けている建設業 1 1 2 2 更新（一般）５万円＋更新（特定）

５万円＝２０万円

⑧ 申請区分【般・特新規＋業種追加＋更新】

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 【申請手数料】

許可を受けようとする建設業 2 1 1 1 2 1 1 1 般・特新規（特定）９万円＋

業種追加（一般）５万円＋

申請時に既に許可を受けている建設業 1 1 1 更新（一般）５万円＝１９万円

＊申請手数料については、大分県知事許可の場合を記載しているので、国土交通大臣許可の場合、

新規、般特新規の場合１５万円（登録免許税）となるので注意すること。


